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都市基盤部都市基盤整備推進担当  

 

中野四季の森公園拡張整備における事業認可期間の変更及び瑕疵担保請求について 

 

１．事業認可期間の変更について 

    当初は平成２６年度末の開園を予定していたが、新体育館・新庁舎の配置検討

による拡張用地への影響が確定していないため中断していた公園整備の事業認

可期間を２年延伸したので報告する。  

当初期間 平成２４年６月２７日～平成２７年３月３１日 

    変更後  平成２４年６月２７日～平成２９年３月３１日 

・今後の予定 

平成２７年度 基本設計・実施設計 

平成２８年度 整備工事 

 

２．瑕疵担保請求について 

  拡張用地内に建物基礎等の地下埋設物(コンクリート、レンガ等)が確認され

たため、国有財産売買契約書(第７条)にもとづき国へ瑕疵担保の請求をするこ

とにしたので報告する。 

なお、瑕疵担保の請求期限が引き渡しの日から２年以内のため、今回概算費用

で国へ請求の意思表示を行い、公園工事で数量が確定した時点で改めて国へ請求

する。 

   土地所有権移転日 平成２５年４月１２日 

       概算埋設物量        約２６１ｍ3 

概算撤去費        ５，５８５千円 


